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７
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第
４
回
定
例
会 

 

会
期
（
12
月
３
日
～
５
日
）

◇
人　
事

議
案
第
57
号　

�

固
定
資
産
評
価
委
員
会
委
員
の
選
任

◇
条　
例

議
案
第
58
号　

�

町
長
等
の
諸
給
与
条
例
の
一
部
改
正

議
案
第
59
号　

�

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

議
案
第
60
号　

�

七
ヶ
宿
町
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
改
正

議
案
第
61
号　

�

七
ヶ
宿
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
改
正

議
案
第
62
号　

�

七
ヶ
宿
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

議
案
第
63
号　

�

七
ヶ
宿
町
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

議
案
第
64
号　

�

七
ヶ
宿
町
住
み
た
い
住
宅
応
援
条
例
の

一
部
改
正

議
案
第
65
号　

�

七
ヶ
宿
町
地
域
担
い
手
づ
く
り
支
援
住

宅
条
例
の
一
部
改
正

議
案
第
66
号　

�

七
ヶ
宿
町
簡
易
水
道
給
水
条
例
の
一
部

改
正

議
案
第
67
号　

�

七
ヶ
宿
町
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正

◇
そ
の
他

議
案
第
68
号　

�

宮
城
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規

約
の
変
更

議
案
第
69
号　

�

七
ヶ
宿
町
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画

を
定
め
る
こ
と

◇
補
正
予
算

議
案
第
70
号　

�

七
ヶ
宿
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４

号
）

議
案
第
71
号　

�

七
ヶ
宿
町
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

議
案
第
72
号　

�

七
ヶ
宿
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

議
案
第
73
号　

�

七
ヶ
宿
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
２
号
）

議
案
第
74
号　

�

七
ヶ
宿
町
介
護
サ
ー
ビ
ス
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）

議
案
第
75
号　

�

七
ヶ
宿
町
簡
易
水
道
事
業
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

議
案
第
76
号　

�

七
ヶ
宿
町
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

◇
議　
発

議
発
第
５
号　

�

議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁

償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

◇
追
加
補
正
予
算

議
案
第
77
号　

�

七
ヶ
宿
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５

号
）

議
案
第
78
号　

�

七
ヶ
宿
町
簡
易
水
道
事
業
会
計
補
正
予

算
（
第
３
号
）

　
議
案
に
つ
い
て
は
各
議
員
よ
り
各
々
質
疑
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　
下
段
に
質
疑
を
抜
粋
し
掲
載
し
ま
し
た
。

　
尚
す
べ
て
の
議
案
は
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

問 

渡
部　
英
幸　
議
員

　
上
水
道
管
の
老
朽
化
も
進
ん
で
い
る
が
、
管
の

入
れ
替
え
な
ど
町
と
し
て
長
期
的
な
見
通
し
は
あ

る
の
か
。

答 

町
長

　
部
分
的
な
補
修
は
行
う
が
、
現
在
敷
設
し
て
い

る
管
の
全
面
改
修
に
つ
い
て
は
、
町
と
し
て
の
計

画
は
な
い
。

◆�

議
案
第
69
号　
七
ヶ
宿
町
過
疎
地
域
持
続
的
発

展
計
画
【
令
和
８
年
度
～
令
和
12
年
度
】

問 

渡
部　
英
幸　
議
員

　
現
在
の
公
債
費
負
担
比
率
は
10
・
9
％
で
あ
る
。

令
和
元
年
頃
は
９
％
程
で
あ
っ
た
。
今
後
義
務
教

育
学
校
建
設
に
当
た
り
、
公
債
費
負
担
比
率
の
上

昇
も
あ
る
の
で
は
。

答 

町
長

　
公
債
比
率
は
確
実
に
上
が
る
。
償
還
期
間
も
含

め
て
財
政
運
営
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
校

建
設
に
よ
り
、
他
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
な

い
よ
う
管
理
し
て
い
く
。

問 

渡
部　
英
幸　
議
員　

　
担
い
手
住
宅
は
予
定
棟
数
に
達
し
て
い
る
が
今

◆�

議
案
第
57
号　
固
定
資
産
評
価
資
産
委
員
会
委

員
の
選
任

　
　
　
　
吉よ
し

田だ　
芳よ

し
会え　
氏　

−

同
意
可
決

−

◆�

議
案
第
66
号　
七
ヶ
宿
町
簡
易
水
道
給
水
条
例

の
一
部
改
正

問 

五
十
嵐　
敏
夫　
議
員

　
水
道
料
金
及
び
下
水
道
使
用
料
が
値
上
げ
さ
れ

る
が
、
料
金
値
上
げ
に
踏
み
込
ん
だ
背
景
は
。

答 
町
長

　
水
道
会
計
と
下
水
道
会
計
が
共
に
企
業
会
計
に

移
行
し
た
。
そ
の
中
で
経
常
経
費
に
多
額
の
赤
字

が
発
生
し
て
い
る
。
会
計
が
独
立
性
を
持
ち
運
営

し
て
い
く
た
め
、
料
金
の
値
上
げ
が
必
要
と
な
っ

た
。

後
の
計
画
は
。

答 

町
長

　
子
ど
も
の
人
数
が
増
え
て
お
り
、
若
い
移
住
者

の
受
け
入
れ
に
は
成
果
が
出
て
い
る
。
今
後
も
移

住
者
を
迎
え
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
事
業
と
考
え

て
い
る
。

◆�

議
案
第
70
号　
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
４
号
）

１
８
０
０
万
円
追
加

問 

五
十
嵐　
敏
夫　
議
員

　

高
齢
者
等
買
い
物
弱
者
支
援
事
業
3
0
0
万

円
の
内
容
は
。

答 

ふ
る
さ
と
振
興
課
長

　
高
齢
者
な
ど
の
生
活
支
援
の
た
め
の
移
動
販
売

事
業
へ
事
業
継
続
補
助
金
と
し
て
計
上
し
た
。

問 

五
十
嵐　
敏
夫　
議
員

　
移
動
販
売
事
業
を
指
定
管
理
の
中
に
含
め
る
考

え
は
な
い
の
か
。

答 

町
長

　

な
な
い
ろ
ひ
ろ
ば
全
体
の
指
定
管
理
期
間
が

残
っ
て
い
る
た
め
そ
の
間
は
補
助
金
と
し
て
支
援

す
る
。

問 

五
十
嵐　
敏
夫　
議
員

　
物
価
高
騰
対
応
生
活
支
援
商
品
券
配
布
事
業
６

１
３
万
円
の
内
容
と
配
布
時
期
は
。

答 

町
民
税
務
課
長

　
町
民
一
人
当
た
り
５
０
０
０
円
の
商
品
券
の
配

布
。
年
内
に
皆
さ
ん
の
手
元
に
届
く
よ
う
に
実
施

し
た
い
。

問 

五
十
嵐　
敏
夫　
議
員

　
子
育
て
応
援
手
当
２
８
４
万
円
の
内
容
と
実
施

方
法
は
。

答 

町
長

　
18
歳
以
下
の
子
ど
も
一
人
当
た
り
、
2
万
円
で

12
月
中
に
支
給
す
る
。

問 

吉
田　
修　
議
員

　
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
被
害
防
止
緊
急
対
策
支
援
事
業

１
５
０
万
円
の
具
体
的
な
内
容
は
。

答 

町
長

　
民
家
の
住
宅
地
内
に
あ
る
柿
や
栗
の
木
等
の
伐

採
事
業
と
駆
除
隊
の
捕
獲
活
動
事
業
に
係
る
経
費
。

◇
人　
事

◇
条　
例
【
質
疑
】

◇
補
正
予
算
【
質
疑
】

◇
追
加
補
正
予
算

▲担い手住宅

▲漏水状況イメージ▲あったか・ぬくぬく生活支援商品券

【
簡
易
水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
金
の
値
上
げ
】

◇
簡
易
水
道
料
金　
10
％

◇
下
水
道
使
用
料　
15
％

　

�（
本
来
は
上
水
道
15
％
、
下
水
道
は
25
％
位

の
値
上
げ
が
適
当
で
あ
る
が
利
用
者
の
負
担

を
考
え
こ
の
料
金
に
制
定
し
た
）


